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第１編第２１章 

第２１章 開発登録簿 

（法第４６条、第４７条） 

 

（開発登録簿） 

法第４６条 都道府県知事は、開発登録簿（以下「登録簿」という。）を調製し、保管

しなければならない。 

法第４７条 都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、

次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。 

一 開発許可の年月日 

二 予定建築物等（用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。）の

用途 

三 公共施設の種類、位置及び区域 

四 前３号に掲げるもののほか、開発許可の内容 

五 第４１条第１項の規定による制限の内容 

六 前各号に定めるもののほか、国土交通省令（省令第３５条）で定める事項 

２ 都道府県知事は、第３６条の規定による完了検査を行なつた場合において、当該工

事が当該開発許可の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を附記しなけれ

ばならない。 

３ 第４１条第２項ただし書若しくは第４２条第１項ただし書の規定による許可があ

つたとき、又は同条第２項の協議が成立したときも、前項と同様とする。 

４ 都道府県知事は、第８１条第１項の規定による処分により第１項各号に掲げる事項

について変動を生じたときは、登録簿に必要な修正を加えなければならない。 

５ 都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があ

つたときは、その写しを交付しなければならない。 

６ 登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令（省令第３６条から省令

第３８条）で定める。 

（開発登録等の記載事項） 

省令第３５条 法第４７条第１項第６号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるも

のとする。 

一 法第３３条第１項第 8 号ただし書に該当するときは、その旨 

二 法第４５条の規定により開発許可に基づく地位を継承した者の住所及び

氏名 

（開発登録簿の調製） 

省令第３６条 開発登録簿（以下「登録簿」という。）は、調書及び図面をもつて組成

する。 

２ 図面は、第１６条第４項により定めた土地利用計画図とする。 
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（登録簿の閉鎖） 

省令第３７条 都道府県知事は、法第３８条の規定による開発行為の廃止の届出があつ

た場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。 

（登録簿の閲覧） 

省令第３８条 都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所

（以下この条において「閲覧所」という。）を設けなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則

を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。 

（開発登録簿の様式） 

県手続規則第１１条の２ 法第４６条の開発登録簿の様式は、様式第１４号の２のとお

りとする。 

（開発登録簿の写しの交付申請） 

県手続規則第１２条 法第４７条第５項の規定による請求をしようとする者は、様式第

１５号の開発登録簿写し交付申請書を知事に提出しなければならない。 

埼玉県開発登録簿閲覧規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第３８条の

規定に基づき、開発登録簿（以下「登録簿」という。）の閲覧に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（閲覧所の設置） 

第２条 開発登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）を別表に定める場所に設置する。 

（閲覧時間） 

第３条 登録簿の閲覧時間は、午前９時から午後４時までとする。 

（休日） 

第４条 閲覧所の休日は、埼玉県の休日を定める条例（平成元年埼玉県条例第３号）第

１条第１項に規定する休日とする。 

（閲覧時間の変更及び臨時休日） 

第５条 知事は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時

に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。 

（閲覧手続） 

第６条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項

を記入し、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。 

（登録簿の持出禁止） 

第７条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。 

（閲覧の禁止等） 

第８条 当該職員は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止する

ことができる。 
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一 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者 

二 前２条の規定に違反した者 

三 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者 

 

〈解説〉 

１ 開発登録簿の調製及び保管 

法第４６条は、許可権者は開発登録簿を調製し、保管しなけ

ればならないことを規定しています。 

都市計画法では、開発行為をはじめ、それに関連する建築行

為等、用途変更を規制することとしていいますが、このために

は、一般の第三者に対して、制限の内容を公開することにより

違反行為の防止を図るとともに、一般の第三者が土地等の取引

に際して不測の損害を被ることのないようにその保護を図ら

なければなりません。 

また、建築基準法による確認に際して、特定行政庁や指定確

認検査機関がこれらの制限の内容を常時、容易かつ正確に知り

得るようにする必要があります。 

そこで、許可権者に開発登録簿を調製し、保管することを義

務付け、これらの目的を達成しようとしているものです。 

 

２ 開発登録簿の登録事項等 

法第４７条は、登録簿に登録すべき事項、登録簿の保管及び

登録簿の写しの交付について規定しています。 

（１）許可権者が登録簿に登録すべき事項は、法第４７条第１項

第１号から第６号まで、及び省令第３５条に規定されていま

す。 

（２）許可権者は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管

するとともに、請求があったときは、その写しを交付しなけ

ればなりません。 

登録簿の閲覧に関し必要な事項については埼玉県開発登

録簿閲覧規程に定めがあり、開発区域を所管する各建築安全

センターで閲覧することができます。 

また、登録簿の写しの交付申請手続については、県手続規

則第１２条の規定により「開発登録簿写し交付申請書」を建

築安全センター所長に提出して行います。 

【参考】 

指定都市、中核市、施行時特例市及び事務処理市町村の区
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域における登録簿については、それぞれの市町村で閲覧及び

写しの交付を行います。 

（３）許可権者は、法第３８条の開発行為に関する工事の廃止届

があったときは開発登録簿を閉鎖しなければなりません。登

録簿の閉鎖後は、閲覧及び写しの交付はできなくなります。 

※P.288 「開発行為の廃止」

参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


